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（剰余金）  

第４０条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第４１条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散）  

第４２条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属）  

第４３条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団 

     法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは 

     地方公共団体に贈与する。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法）  

第４４条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

  ２ 本法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由 

が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。  

 

第１０章 事務局 

（事務局） 

第４５条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。 

   ２ 事務局には、職員を置く。 

   ３ 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 

   ４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　 165 　

 

資料３ 
大学における看護学教育課程の評価基準案 

平成 29 年度 日本看護学教育評価機構（仮）設置準備委員会 

はじめに 
 看護学専門分野の評価は、より良い看護学教育の構築を目指して、各大学の自己点検・評価に基づき、   

看護学に特化した教育プログラムについて評価するものである。評価は機関別評価における基準・観点を  

踏まえるが、機関別評価で必ずしも審査されない看護学教育の教育課程とその背景、実施に当たって必要な

点に絞る。 
各大学は機関別評価を受審したのち、看護学教育の分野別評価により、大学としての基準ならびに看護学

教育としての基準に適合していることを、社会に公表してほしい。適合度は水準Ａ，Ｂ，Ｃの 3 段階とし、

平均を水準Ｂ、平均を上回っているものを水準Ａ、平均を下回っているものを水準Ｃとする。 
 
評価基準 

評価基準は、1．教育理念・教育目標に基づく教育課程の枠組み、2．教育課程における教育・学習活動、        
3．教育課程の評価と改革、4．入学者選抜 である。  
1．教育理念・教育目標に基づく教育課程の枠組み 
当該大学の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーと一貫した、看護学学士課程の教育理念・教育   

目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づき当該大学独自の教育課程の枠組みができて

いること。 
2．教育課程における教育・学習活動 
 教育課程の枠組みに沿った教科目が配置され、その内容、担当する教員、教育方法が適切であり、学生が    
自ら学習できる環境が整っていること。 
3．教育課程の評価と改革 
 各教科目及び教育課程に対する評価を組織的に調査し、評価結果に基づき継続的に改善する体制が 

整っており、改善・改革が実施されていること。 
4．入学者選抜 
 看護学学士課程の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーに賛同して学修を希望する入学生を獲得す

るために、アドミッション・ポリシーを明示し、それに合った入学者選抜を行っていること。 
 
＜用語集＞ 
教育プログラム：教育目標を達成するために、体系的に編成された教科課程（授業科目とその配置）、教育   
 方法、学修成果の評価方法、教職員の配置、教材の整備、教室等の学修環境計画の総称。 
教育課程（カリキュラム）：教育目標を達成するために、単位化された教科目による教育内容と学習支援を    
 総合的に計画したもの。 

注：教育課程（カリキュラム）は、教育目標を達成するための、教科目によらない学習活動も含めた意味 
  で用いられることもあるが、本評価基準においては、上記の定義とする。 

 課程：一定期間に配置され、習得しなければならない一定範囲の学習内容。（例：教職課程） 
教育理念（ミッション）：どういう人材の育成を行い、それによってどのように社会に役立とうとしているの 

か、その大学・学部・教育プログラムの使命。 
教育目標：どういう能力を持った人材を育成するか、教育理念を具体化したもの。 
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）：卒業・修了までに学生が身につける能力と、その能力を獲得した

ことを何によって判断するかの考えを示し、学生が学修成果の目標とするもの。教育目標との整合性が  

求められる。 
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針）：ディプロマ・ポリシー（DP）を満たす人材の育成のために、

どのような教科目を編成するか、どのような教育内容、教育学修方法で行うか、どのように到達度を評価

するかの考え方。 
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）：DP に挙げる能力獲得とそのプロセスの教育課程の学修

にふさわしい者として、どのような資質、能力、関心、態度を求めるかについての考え方。入学者選抜   

方法を構築する基本となる考え方。 
 
Ⅰ．評価基準１：看護学部（学科、専攻を含む）の教育理念・教育目標に基づく教育課程の枠組み 
基準の説明 当該大学の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーと一貫した看護学学士課程の教育

理念・教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づき、当該大学独自の

看護学教育課程の枠組みができていること。 
評価項目 評価の観点 資料 

１－１．看護学 

学士課程の教育 

理念･教育目標 
 
 
 
１－２．看護学 

学士課程のディプ

ロマ・ポリシー 
 
 
 
 
１－３．看護学 

学士課程のカリキ

ュラム・ポリシー

と教育課程の枠組

み 
 
 
 
 
 
１－４．看護学 

学士課程の意思決

定 

1. 教育理念は、学部の場合は所属する大学の設置の趣旨や建学の 

精神、学科専攻の場合はさらに学部の設置の趣旨と合致している。 
2. 教育目標は、教育理念を具体化している。 
3. 教育目標は、設置主体や所属地域の保健医療ニーズを考慮して 

いる。 
 

4. ディプロマ・ポリシーは教育目標と整合性がある。 
5. ディプロマ・ポリシーは卒業時に獲得している能力を明示して 

いる。 
6. ディプロマ・ポリシーに能力の獲得の判断指標が明記されている。 
7. 当該教育課程を修めることにより付与できる資格等が示されて 

いる。 
 

8. カリキュラム・ポリシーはディプロマ・ポリシーを反映している。 
9. 教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づいて体系的に構成 

されている。 
10. カリキュラムマップが提示されている。 
11. 教育課程は、法令の要件を満たし、学協会等の報告等を検討した

うえで構成されている。 
12. 専門関連科目と専門科目の連携が図られている。 
13. 高大連携や初年次教育を意識し、大学で学ぶための心構えを作る

工夫がされている。 
 

14. 教員の当該教育課程の運営への参画状況を評価する仕組みがあ

る。 
15. 看護学教育プログラムを統括する上位の決定権のある会議へ議題

を提出できる。 
16. 看護学教育の責任者の選考基準が明確である。   

国公立大学： 
法人定款、 

私立大学： 
学校法人寄付行為 

学則 
大学案内 
学生便覧 
ホームページ 
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Ⅱ．評価基準 2：教育課程における教育・学習活動 
基準 教育課程の枠組みに沿った教科目が配置され、その内容、担当する教員、教育方法が適切で  

あり、学生が自ら学習できる環境が整っていること。 
評価項目 評価の観点 資料 

２－１．教科目の

配置  
 
 
 
２－２．教育内容

と目標・評価方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－３．教員組織

と教員の能力の 

確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４．教育方

法：学生が主体的

に学ぶための種々

の工夫 
 
 
 
 
 

1. 専門科目は看護学の基礎を効果的に教授する科目構成となって 

いる。 
2. 講義科目と実習科目は内容が連動している。 
3. 科目の学年配置、あるいは前提科目等が適切である。 

 
4. 各科目担当者はディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー

に基づいて教育内容を構成している。 
5. 時代の要請と最新の知見を踏まえた教育内容である。 
6. 各科目の到達レベルが明示されている。 
7. 各科目の到達度を測る評価方法（評価の観点）が明示されている。 
8. 評価者が明示されている。 
9. 成績評定基準が明確に定義され、周知されている。 
10. 評価は学生にフィードバックされ、次の学習活動につなげられて

いる。 
11. 学生の評価への疑問・不服等を把握できる体制がある。 
 
12. 教員組織は教育課程を展開するために適切な職位別構成である。 
13. 教員編成に基づき教員数が確保されている。（教員一人当たりの

学生数が JANPU の実態調査の設置主体別の平均値となることを

基準とする） 
14. 教員採用・昇任の基本方針、基準が明確である。 
15. 新任教員育成や教員間のピアサポート等を実施している。 
16. 組織として教員の看護実践活動を支援している。 
17. 教員は専門分野での適切なフィールドを持ち、関係性を築いてい

る。 
18. 教員の研究能力の向上と研究の支援に組織的に取り組んでいる。 
19. 研究時間の確保に組織的に取り組んでいる。 
20. 教員は、当該教育課程の教育や人材育成の充実・発展を支える看

護学の研究を実施している。 
21. 教員は研究結果を教育に生かしている。 
22. 社会貢献を組織的に行い、教員が適切な活動を行っている。 
 
23. 教育内容にふさわしい教育方法がとられている。 
24. 学習活動のプロセス評価がなされている。 
25. ポートフォリオなど、学生が自己の学習を振り返ることができる

仕組みがある。 
26. 教育目標に対する学習の到達状況について、学生が継続的に自己

評価できる体制が整えられている。 
27. 教育方法にあった教室が準備されている（講義室・演習室・実習

室・視聴覚教室等） 
28. 学生数に対応した自己学習室やグループ討議のできる施設が  

履修要項 
シラバス 
実習要項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教員現況 
教員採用・昇格規程 
教職員役割規程 
FD の現状 
教員の研究費獲得 

状況と研究テーマ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ポートフォリオ 
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２－５．臨地実習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－６．学習・ 

生活環境：安全

面・倫理面への 

配慮がなされ、 

期待される成果の

達成を促進・強化

するために整備 

されている。 
 
 
 
 
 
 
 
２－７．教育課程

展開に必要な経費 

ある。 
29. 実習用モデルや e-learning 教材、IT 機器などが整っている。 
30. 機器･備品の更新が適切に行われている。 
31. 看護実習室の運用に関する方針が規定され，教員や学生に周知 

されている。 
32. 看護実習室での医療安全管理対策ができている。 
33. 看護実習室での自主学習を支援する体制ができている。 
 
34. 臨地実習を行うに適した施設が大学の責任において確保されて 

いる。 
35. 臨地実習施設に実習に必要な設備が整備されている。 
36. 臨地実習施設に図書・物品などが整備されている。 
37. 実習の展開に適切な数の教員が配置されている。 
38. 看護実習の指導方法の開発研究や研修がなされている。 
39. 臨床教員等の工夫をしている。 
40. 臨床教員等の任用基準が明確である。 
41. 大学教員と臨床教員等の役割分担を明確にし、協働している。 
42. 実習指導者連絡会等が機能的・組織的に行われている。 
43. 実習指導は課程全体の視野でとらえた指導方法が共有されて 

いる。 
44. 感染症暴露に関する予防策が整備され、徹底している。 
45. 個人情報の保護と保全対策が周知され、確実に実施されている。 
46. 実習時に発生した傷害・損害への対策が明示され、学生・教職員、

実習場関係者に周知している。 
 

47. 図書館には学習に必要な医療保健看護関連の文献・資料が揃って

いる。 
48. 司書は自主学習を支援する機能を果たしている。 
49. 保健センター等により、医療人としての感染症対策、集団感染 

予防対策がとられている。 
50. 保健センター等において学生のメンタルヘルスに対する取り組み

がなされている。 
51. 障害のある学生に対する看護学の学習のための支援策が定めら

れ、周知されている。 
52. 看護学学習過程におけるハラスメント予防の取り組みと発生時の

対応が定められ、周知されている。 
 

 
 
 
53. 当該教育課程の教学に必要な予算編成は適切に位置づけられてい

る。 
54. 設置主体の予算決定に当該教育課程の責任者が適正に関与してい

る。 
55. 当該教育課程の責任者は教学に必要な予算執行ができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
実習要項 
保険 
 
 
 
 
臨床教員規程 
実習指導者に関する

規程 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生相談室や保健室

などの運営状況や

利用者数など 
感染予防に関する 
規定等 

ハラスメント予防や

発生時の対応に 
関する規定等 

ハラスメント事案 
件数 

事故発生時 
マニュアル 

障害のある学生への 
支援策 

 

予算・決算 

研究費とその使用 

状況 
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Ⅲ．評価基準３：教育課程の評価と改革 

 
 

56. 教員は教育・研究に必要な予算の執行ができる。 
57. 教育能力開発のために使用できる経費が予算化されている。 

評価基準 各教科目及び教育課程に対する評価を組織的に調査し、評価結果に基づき継続的に改善する 

体制が整っており、改善・改革が実施されていること。 
評価項目 評価の観点 資料 

３ － １ ． 科 目 

評価・カリキュラ

ム評価と改善 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２．卒業状況

からの評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－３．雇用者・

卒業生からの評価

と改善 
 
 
 
３－４．教員の 

教育・研究活動の

評価 
 

1. 各授業科目の成果が、教育課程の目標、ディプロマ・ポリシーの

達成を反映していることを確認する体制がある。 
2. 教員間で科目間の関連性を確認し、成果を評価する体制がある。 
3. 授業内容や教育方法について学生による満足度評価を組織的に 

行っている。 
4. 科目に対する学生からの評価（授業評価等）を組織的に行って 

いる。 
5. 教員からの教育課程に関する評価データを定期的に収集して 

いる。 
6. 科目評価（授業評価）の結果を公表している。 
7. 評価データを教育課程の改善に活用する方策が明示されている。 
8. 評価データを用いて教育課程の改善を継続的に実施している。 
 
9. 卒業時到達レベルの評価が組織的になされている。 
10. 入学年次別の卒業率、留年、休学、退学者数などの分析が組織的

になされている。 
11. 分析に基づき、学習支援に必要な対策がなされている。 
12. 卒業後の看護職の免許取得率が適切である。 
13. 免許未取得者がいる場合、その者への支援がされ、教育改善が 

検討されている。 
14. 学生の進路は教育理念と一致している。 
 
 
15. 卒業生の教育プログラムに対する満足度調査、卒業後の動向調査

をしている。 
16. 卒業生の雇用先からの卒業生に対する評価を調査している。 
17. 卒業生の雇用先から、教育プログラムの社会への貢献度の評価を

受ける体制がある。 
 
18. 教員の教育活動を評価する仕組みが組織にある。 
19. 研究業績を自己点検および自己評価で適切に評価している。 
20. 評価結果に基づき、改善に取り組む組織的な仕組みがある。 
21. 専門性に基づき実施した社会貢献活動の実績を評価する仕組みが

ある。 
22. 評価結果を反映する仕組みがある。 

評価データ 
評価システムに関す

る文書 
学生からの意見聴取

の記録 
改善策等の提示 
 
 
 
 
 
 
 
過去 3 年間の卒業者 
率、留年、休学、 
退学などのデータ 

国家試験合格率 
留年者・国家試験不合

格者への対応方針 
卒業生の就職先 
データ 

学生の進路・就業状況

 
卒業生の動向調査結

果 
同窓会活動 
雇用先からの意見聴

取の方法 
 
教員評価システムに

関する規定  
教員活動評価方法 
評価を何に活用して

いるか 
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Ⅳ．評価基準４：入学者選抜  

 
 
 

 

評価基準 看護学学士課程の教育理念・教育目標、ディプロマ・ポリシーに賛同して学修を希望する入学

生を獲得するために、アドミッション・ポリシーを明示し、それに合った入学者選抜を行って

いること。 
評価項目 評価の観点 資料 

４－１．看護学 

学士課程のアドミ

ッション・ポリシ

ー 
 
４－２．看護学 

学士課程の入学 

試験とその改善 

1． ディプロマ・ポリシーと整合性のあるアドミッション・ポリシー

が明示されている。 
2． アドミッション・ポリシーは高校生、高等学校教諭、保護者に  

分かる言葉で示されている。 
 

3． 入学者選抜試験はアドミッション・ポリシーを反映した方法で 

実施している。 
4． アドミッション・ポリシーと入学者選抜試験、それによる入学者

の適性との関係を検証している。 
5． 検証結果を入学試験の改善につなげている。 

入学者選抜試験の 
募集要項 

 
 



平成 29 年度事業活動概略
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平成 29 年度日本看護系大学協議会活動内容 

 事業活動名 代表・分掌者 内     容 

常 

 

設 

 

委 

 

員 

 

会 

高等教育行政対策

委員会 

 

井上 智子 １．行政（文科・厚労等）、関連団体からの要請や動きを把握

し、協議会としての見解や方向性が提言できるよう討議し

た。 

２．Academic Administration に関する研修会を継続して開催。

３．専門職大学に関する情報集と発信、H31 年度開設校の受け

入れ準備等についても論議した。 

４．「看護系大学学士課程の臨地実習とその基準作成に関する

調査研究」を実施し、その結果を基にした実習の基準案につ

いて公表した。 

看護学教育質向上

委員会 

萱間 真美 以下のように研修会を開催した。 

・テーマ： 

実習指導にあたる教員のための FD 企画ワークショップ 

‐多様化する実習に対応するために‐ 

・日時：2017 年 7 月 2日（日）10：00-16：00 

・場所：聖路加国際大学 CCA 日野原ホール / 3201 

・対象： 

会員校に所属している教職員で、FD 企画を行う立場にある

方、各大学で FD などの研修会などを企画しようと思われて

いる教職員、実習指導を主に行っている教員、臨床指導者、

実習指導においてリーダー的な立場の方 

・参加者：午前 131 名、午後 130 名 

・内容： 

午前 シンポジウム   

実習指導をめぐる困難と FD 企画の考え方 

看護教育で養成が求められる人材像 

多様化する学生への対応 

施設と共同で作り出す看護実習  

午後 演習 

実習指導における困難事例を素材とした FD 企画に関する

演習および FD 企画のための事例検討を中心とした GW 

看護学教育評価検

討委員会 

 

小山 眞理子  １．前年度からの継続審議として、看護学士課程で修得する 

 コアコンピテンシーと卒業時の到達目標および教育内容に 

ついて吟味を重ね、6群25のコアコンピテンシーと卒業時の

到達目標、教育内容（例）、コンピテンシーに基づく学士課

程の構造図を含め「看護学士課程におけるコアコンピテンシ

ーと卒業時到達目標（案）」として報告書をまとめた。 

２．１．の（案）を会員校にメールで送付し、会員校からの「意

見聴取」の協力を依頼した。 

３．平成29年12月25日に、日本看護系大学協議会主催の「看護

学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関する研修 

会」にて検討の経緯及び内容を報告し、会場で「意見聴取」

への協力を求めた。 

４．平成30年3月24日に「意見聴取」の結果報告を行い、「看

護学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」

として修正後のコアコンピテンシーと卒業時到達目標につ 

いて報告した。 

５．意見聴取結果を分析し、(案)をさらに修正し、「看護学 

士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」

として報告書を作成した。 
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平成 29 年度日本看護系大学協議会活動内容（続き） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 事業活動名 代表・分掌者 内     容 

常 

 

設 

 

委 

 

員 

 

会 

高度実践看護師教

育課程認定委員会 

中野 綾美 １．高度実践看護師教育課程の審査および認定の実施 

２．専門分野特定の審査および審査結果の通知 

３．高度実践看護師教育課程認定に関する申請希望大学への 

情報発信および相談業務の実施 

４．平成 30 年度版審査要項の作成 

５．高度実践看護師教育課程認定規程の改定 

広報・出版委員会 小松 浩子 １．高校・高校生に向けた情報発信の充実 

 ・高校生・予備校にポスター送付と事後調査 

２．社会に向けた広報戦略の検討と実施 

 ・看護系大学進学情報誌への出稿 

３．オープンキャンパス応援グッズ（リーフレット、ポスター、

DVD）の送付と事後調査 

４．ホームページの充実 

 １）アクセスしやすいバナーの配置、リンクの整理等、ユー

   ザビリティの向上 

 ２）ザ・データベース・オブ JANPU の簡易登録促進 

国際交流推進委員

会 

山本 則子 

 

EAFONS 等英語による学会発表のための研修会の企画・運営。

EAFONS にて Executive Meeting Committee への参加。 

データベース委員

会 

 

荒木田美香子 １．2016 年度の看護系大学の実態調査（9回目）を行った。 

２．質問項目は SD に関する事項、利益相反への対応に関する

事項、障がいのある学生への支援の状況に関する質問項目を

追加した。 

３．対象大学数は 265 校、回収大学数は 250 校（回収率：94.3%）

と昨年度を上回ったが、未回答校が 15 校あった。 

４．私立看護系大学協会が行う調査と合同調査とするべく、話

し合いを行い、2018 年度より共同事業とすることで合意し

た。 

災害支援対策委員

会 

鈴木 志津枝 １．災害支援対策委員会 3回開催 

２．活動内容 

１）「防災マニュアル指針 2017」の作成 

  ①災害の備えに関するアンケートの作成、実施、結果分析

  ②調査結果に基づき、「防災マニュアル指針 2015」に追加

修正の必要な内容の検討 

  ③「防災マニュアル指針 2017」の作成 

 ２）JANPU の会員校の各ブロックの連携体制づくりの検討 

 ３）災害発生時の災害支援対策委員会の役割の明確化 

  ①被災大学の継続的な調査と援助の必要性の把握 

  ②被災大学への寄付による経済的支援 

  ③その他 
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平成 29 年度日本看護系大学協議会活動内容（続き） 

 
※平成 6年度～平成 28 年度までの活動内容については本協議会のホームページ参照。 

http://www.janpu.or.jp/file/Activities.pdf 

 
 

 事業活動名 代表・分掌者 内     容 

臨 
 

時 
 

委 
 

員 
 

会 

養護教諭養成教育

検討委員会 

荒木田美香子 １．平成 29 年 9 月 5日に JANPU の養護教諭養成大学 82 校を対

象にワークショップを行った。参加者数 73 名であった。 

ワークショップでは本委員会で検討中のコアカリキュラム 

を提案し、グループワークから出た意見をもとに見直しを行

った。 

２．11 月に「看護学士課程で養成する養護教諭のコアコンピ

テンシーと卒業時到達目標」を取りまとめ、会員校へ配信し

た。 

３．「看護学士課程で養成する養護教諭のコアコンピテンシー

と卒業時到達目標」を印刷し、会員校および関係省庁に配 

布した。 

常任理事候補者選

考委員会 

上泉 和子 １．常任理事候補者選考委員会を１回開催した。 

２．常任理事候補者選考委員会規程、常任理事候補者応募要項、

定款、定款施行細則、役員候補者選挙規程に基づき、常任

理事候補者の募集を行い、１名の応募者について選考を行っ

た。選考結果は代表理事に報告し、その後、社員総会にて

承認された。 

APNグランドデザ

イン委員会 

岡谷 恵子 

上野 昌江 

１．高度実践看護師制度について本協議会がこれまでに行って

きた議論を踏まえ、これからの制度の推進に向けてのグラン

ドデザインの内容について検討した。 

２．専門看護師の養成の実態等について、既存の調査等では把

握しきれなかった事項の調査について検討した。 

選挙管理委員会 千田 みゆき 平成30年度～平成31年度の本協議会理事および監事を平成30

年度社員総会において選出できるように、役員候補者選挙規程

及び選挙管理委員会規程に基づき選挙を行い、理事候補者およ

び監事候補者の選出を行った。 

法

人

外 

日本看護学教育評

価機構（仮称）設

立準備委員会 

高田 早苗 

菱沼 典子 

日本看護学教育評価機構（仮称）の 2018 年度の発足に向け、

定款案、予算、評価基準案の作成を行い、定款案を用いて説明

会を行った。 





定　　　　款

定款施行細則

役員候補者選挙規程

災害看護支援事業規程

災害看護支援事業資金取扱規程
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 一般社団法人日本看護系大学協議会定款 

 

 

第１章  総 則 

 

（名称） 

第１条 本法人は、一般社団法人日本看護系大学協議会と称する。英文では、Japan 
Association of Nursing Programs in Universities と表示し、略称は「JANPU」とする。 

 

（目的） 

第２条 本法人は、看護学高等教育機関相互の連携と協力によって、看護学教育の充実・発展及び学

術研究の水準の向上を図り、もって人々の健康と福祉へ貢献することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）看護学教育に関する調査研究 

（２）看護学教育の質保証・向上 

（３）高度実践看護師教育課程の推進 

（４）看護学教育に関する政策提言 

（５）看護学の社会への啓発活動 

（６）看護学関連諸団体並びに国内外の諸機関との相互連携及び協力 

（７）その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（主たる事務所の所在地） 

第４条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

２ 本法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 

 

（公告方法） 

第５条 本法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

２ 本法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生

じた場合には、官報に掲載する方法により行う。 

 

（機関） 

第６条 本法人は、機関として社員総会、理事、監事及び理事会を置く。 

 

 

第２章  社 員 

 

（社員の資格） 

 第７条 本法人の目的に賛同し理事会で入会を認められた看護系大学（以下「会員校」という）の看

護系学部・学科・専攻に所属し、各会員校から代表として推薦された看護学教育研究者１名を社員

とする。 

 看護系大学とは、保健師、助産師、看護師の国家試験受験資格を取得させ得る４年制大学及び省
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庁大学校をいう。 

 

（入社） 

第８条 本法人の社員となるには、理事会の承認を得なければならない。 

 

（会費） 

第９条 本法人の会費は、社員が所属する会員校が負担するものとする。 

２ 会費の金額については、社員総会の議決により別に定める。 

３ 納入された会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

 

（社員名簿） 

第１０条 本法人は、社員名簿を作成し、本法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

２ 本法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所にあてて行うものとする。 

 

（退社） 

第１１条 社員は、次に揚げる事由に該当する場合は退社するものとする。 

（１）社員からの退社の申し出。ただし、退社の申し出は、１ヵ月前に退社届を提出するものとする

が、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 

（２）社員の資格を喪失した時 

（３）除名 

 ２ 前項第３号の社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることが

できる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という）第

３０条及び第４９条第２項第１号の定めるところによるものとする。 

 

 

第３章  社員総会 

 

（社員総会の決議事項） 

第１２条 社員総会は法令及び本定款に定める事項のほか、次の事項を決議する。 

（１）入会の基準及び会費の金額 

（２）社員の除名 

（３）役員の選任及び解任 

（４）各事業年度の決算報告 

（５）定款の変更 

（６）長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け 

（７）解散及び残余財産の処分 

 

（招集） 

第１３条 本法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から４ヵ月以内に招集し、臨時社員総会

は、必要に応じて招集する。 

２ 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこ

れを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事

がこれを招集する。 
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３ 社員総会を招集するには、開催日の１週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第１４条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 

 

（議長） 

第１５条 社員総会の議長は、あらかじめ定めた代表理事がこれに当たる。ただし、その者に事故若

しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 

 

（決議の方法） 

第１６条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半

数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２

以上にあたる多数をもって行う。 

（１）社員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

 

（社員総会の決議の省略） 

第１７条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、

その提案に社員全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

する旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第１８条 やむを得ない理由で社員総会に出席できない社員は、その議決権を他の社員又は会員校の

看護学教育研究者を代理人として、議決権を行使することができる。 

 ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 

 

（社員総会議事録） 

第１９条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事

録署名人２名を選任して署名押印し１０年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 

第４章  役 員 

 

（理事の員数） 

第２０条 本法人の理事の員数は、１０人以上１５人以内とする。 

 

（監事員数） 

第２１条 本法人の監事の員数は、２人以内とする。 
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（理事及び監事の選任の方法） 

第２２条 本法人の理事及び監事（以下本条において「役員」という）の選任は、社員総会において

総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行

う。役員の候補者の選出方法については、定款施行細則に定めることとする。 

２ 第１項の決議をする場合には、役員が欠けた場合又は法人法若しくは定款で定めた役員の員数を

欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 

３ 第２項の規定による補欠役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後２回目に開催

する定時社員総会の開始の時までとする。ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮するこ

とを妨げない。 

 

（代表理事等） 

第２３条 本法人に代表理事を１人、副代表理事を１人置く。 

２ 前項の代表理事及び副代表理事は、法人法上の代表理事とする。 

３ 本法人に常任理事を２人以内置くことができ、理事会の決議により常任理事のうち１人を法人法 

上の業務執行理事とすることができる。 

４ 代表理事、副代表理事、常任理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。 

 

（理事及び監事の任期） 

第２４条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期

間と同一とする。 

３ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

４ 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任され

た者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 

 

（報酬等） 

第２５条 理事及び監事の報酬その他の職務執行の対価として本法人から受取る財産上の利益は、社

員総会の決議によって定める。 

 

（責任の免除又は限定） 

第２６条 この法人は、役員の法人法第 111 条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に

該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除

して得た額を限度として、免除することができる。 

 

 

第５章  理事会 

 

（権限） 

第２７条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

（２）規則の制定、変更及び廃止 

（３）各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更 
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（４）前各号に定めるもののほか、この法人業務執行の決定 

（５）理事の職務の執行の監督 

（６）代表理事、副代表理事、常任理事及び業務執行権を持つ常任理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２８条 理事会は、代表理事がこれを招集し、開催日の５日前までに各理事及び各監事に対して招

集の通知を発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第２９条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することがで
きる。 

 
（議長） 

第３０条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、その者に事故若しくは支障があると

きは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。 

 

（理事会の決議） 

第３１条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって

行う。 

 

（理事会の決議の省略） 

第３２条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき

議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監

事が当該提案に異議を述べた場合を除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。 

 

（職務の執行状況の報告） 

第３３条 代表理事、副代表理事及び業務執行権を持つ常任理事は、毎事業年度に、４ヵ月を超える

間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。 

 

（理事会議事録） 

第３４条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理

事、副代表理事及び監事が、これに署名押印し、１０年間主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 

第６章  委員会等 

 

（委員会） 

第３５条 本法人に、その事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。 

２ 委員会等の設置及び運営に関する基本的事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 

 

 

第７章  計 算 
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（事業年度） 

第３６条 本法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３７条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第１号の書類については

その内容を報告し、第２号及び第３号の書類については承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）貸借対照表 

（３）損益計算書（正味財産増減計算書） 

２ 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間、

また従たる事務所に３年間備え置くものとする。 

 

（剰余金） 

第３８条 本法人は、剰余金の配当は行わないものとする。 

 

 

第８章  解 散 

 

（解散の事由） 

第３９条 本法人は、次に揚げる事由によって解散するものとする。 

（１）社員総会の決議 

（２）合併（合併により本法人が消滅する場合） 

（３）破産手続開始の決定 

 

（剰余財産の帰属） 

第４０条 本法人が解散した場合に残余財産がある場合には、社員総会の決議を経て、国または地方

公共団体または公益社団法人に帰属させる。 

 

 

第９章  附 則 

 

（設立時社員の氏名及び住所） 

第４１条 本法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。 

(住所） 

 (氏名）中山 洋子 

(住所） 

 (氏名）野嶋 佐由美 

 (住所） 
 (氏名）小泉 美佐子 

 (住所） 

 (氏名）髙橋 眞理 
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 (氏名）田村 やよひ 

 (住所） 

 (氏名）片田 範子 

 (住所） 

 (氏名）正木 治恵 

 (住所） 

 (氏名）リボウィッツ よし子 

 (住所） 

 (氏名）太田 喜久子 

 (住所） 

 (氏名）小島 操子 

 (住所） 

 (氏名）濱田 悦子 

 

（設立時の役員） 

第４２条 本法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。 

    設立時理事  中山 洋子 

    設立時理事  野嶋 佐由美 

    設立時理事  小泉 美佐子 

    設立時理事  髙橋 眞理 

    設立時理事  田村 やよひ 

    設立時理事  片田 範子 

    設立時理事  正木 治恵 

    設立時理事  リボウィッツ よし子 

    設立時理事  太田 喜久子 

    設立時監事  小島 操子 

    設立時監事  濱田 悦子 

     

    設立時代表理事  中山洋子 

 

（最初の事業年度） 

第４３条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成２３年３月３１日までとする。 

 

（最初の主たる事務所の所在場所） 

第４４条 最初の主たる事務所は、東京都千代田区内神田二丁目１１番５号 大澤ビル６階に置く。 

 

（細則） 

第４５条 この定款施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。 

 

（定款に定めのない事項） 

第４６条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律その他の法令の定めるところによる。 
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第４７条 本法人設立日に旧会の名簿に登録されている会員校の代表は、本法人設立の効力発生をも

って、定款第７条の定めに基づく本法人の社員とみなす。 

 

附則 この規程は、平成２２年６月２５日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２４年６月１８日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２５年７月１日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２７年２月１６日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２９年３月２５日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 定款施行細則 
 

 

この施行細則は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）定款第４４条に基づ

き、本会の運営に必要な事項を定める。 

 

（会費） 

第１条 本会の会費は、定款第９条第２項にもとづき、１校につき年額２３０，０００円とする。 

２ 会費の納入は、毎年５月末日までに本会に当該年度分を納入しなければならない。ただし新会員校

の会費納入日はこの限りではない。 

 

（理事候補者の種類及び選出） 

第２条 本会の理事候補者については次の３種とする。 

（１）選挙理事候補者 

 別に定める役員候補者選挙規程により社員の中から選出された者を選挙理事候補者とする。 

（２）指名理事候補者 

 代表理事が理事会の承認を得て、前項の候補者とは別に社員の中から推薦した者を指名理事候補者と

する。 

（３）常任理事候補者  

 常任理事は、本会の事務所を主たる勤務地とする理事であり、社員に限らず理事会が推薦した者を常 

任理事候補者とする。 

 

（監事候補者の選出） 

第３条 監事候補者は、別に定める役員候補者選挙規程により社員の中から選出する。 

 

（役員候補者の人数） 

第４条 選挙理事候補者は、１０名とする。 

２ 指名理事候補者は、３名以内とする。 

３ 常任理事候補者は、理事会が必要と認めた場合に限り、２名以内で置くことができる。 

４ 監事候補者は、２名とする。 

 

（役員の補欠候補者） 

第５条 定款第２２条第２項の補欠役員の候補者は、役員候補者選挙の次点者から得票順に若干名選出 

する。 

 

（役員の任期） 

第６条 役員の再任は、選挙理事・指名理事・監事の別を問わず連続しては２回（３期）までとする。 

２ 常任理事の再任は、第１項の規定にかかわらず、常任理事として就任してから連続２回（３期）ま 

でとし、選挙理事・指名理事・監事を連続３期務めた者を常任理事に選任することを妨げない。 

３ 常任理事以外の役員については、任期中に会員校から代表として推薦された社員でなくなった場合 
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は、原則辞任するものとする。後任を選任する場合の候補者は、役員候補者選挙において次点の者か 

ら順に選任する。 

４ 第３項にかかわらず、役員交代の事業年度に限り定時社員総会までは役員を継続することができる。     

 

（委員会の設置） 

第７条 本会の円滑な遂行を図るため、定款第３４条第２項にもとづき、本会に常設委員会と臨時委員 

会を置く。 

 

（常設委員会） 

第８条 本会に次の常設委員会を置く。 

（１）高等教育行政対策委員会 

（２）看護学教育質向上委員会 

（３）看護学教育評価検討委員会 

（４）高度実践看護師教育課程認定委員会 

（５）広報・出版委員会 

（６）国際交流推進委員会 

（７）データベース委員会 

（８）災害支援対策委員会 

 

（臨時委員会） 

第９条 臨時委員会の設置・配置等については、理事会で決定する。 

２ 臨時委員会の構成等は、原則として常設委員会に準ずる。 

３ 役員選挙を必要とする該当年次に選挙管理委員会を設置する。 

 

（定款施行細則の改正） 

第１０条 定款施行細則の改正は、社員総会の決議により行う。 

 

附則 この細則は、平成２２年１２月２４日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２６年６月１６日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２７年２月１６日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２８年６月２０日から施行する。 

附則 この規程の改正は、平成２９年３月２５日から施行する。 

 なお、第６条（役員の任期）についての規定の変更は平成２８年度に選任された役員を１期目として

適用することとする。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 役員候補者選挙規程 
 

 
この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）定款施行細則第２条及び第３条に

基づき、理事・監事（以下「役員」という）候補者の選挙に必要な事項を定める。 

 
（選挙人） 
第１条 選挙人は、役員選挙の告示までに認められた会員校の社員とする。 
 
（被選挙人） 
第２条 被選挙人は、役員選挙の告示までに会員校として認められた大学の社員とする。 
２ 次に掲げる社員は、役員の候補者となることはできない。 
（１）当該年度までに３期続けて役員を務めた社員 
（２）３期続けて役員を輩出した会員校の社員 
 
（選挙理事候補者の選出） 
第３条 選挙理事候補者の選出は、選挙人である社員１名につき、理事候補者５名の無記名投票とする。 
 
（監事候補者の選出） 
第４条 監事候補者の選出は、選挙人である社員１名につき、監事候補者１名の無記名投票とする。 
 
（選挙の公示） 
第５条 選挙管理委員会は、理事会で決定された選出すべき役員及び次点者の数を確認し、日程を定め社員へ

告示する。 
 
（選挙人及び被選挙人名簿） 
第６条 選挙管理委員会は、選挙人及び被選挙人を確認し、選挙人名簿及び被選挙人名簿を作成し、理事会の

承認を得る。 
 
（投票用紙と被選挙人名簿） 
第７条 選挙管理委員会は、投票用紙と被選挙人名簿を、選挙人に郵送し、郵便による投票を行う。 
（１）郵送用封筒には、投票用紙入り封筒（内封筒）１枚と返送用封筒（外封筒）１枚が含まれる。 
（２）投票用紙入り封筒（内封筒）は無記名封印したものとする。 
（３）返信用封筒（外封筒）には選挙人住所・氏名欄を記載する。 
 
（開票立会人） 
第８条 開票は選挙管理委員会の管理下に行う。 
２ 開票の際には、立会人２名を置く。 
３ 立会人は、選挙管理委員会委員長が委員以外の社員から選出する。 
 
（無効投票） 
第９条 次の投票については、無効とする。 
（１）正規の投票用紙及び封筒を用いないもの 
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（２）返信用封筒（外封筒）に記名のないもの 
（３）返信用封筒（外封筒）の記名が選挙人でないもの 
（４）被選挙権を有しない者に投票したもの 
（５）定められた人数を超えて投票したもの 
（６）投票期限を過ぎてから到着したもの 
（７）記載あるいは表示されたものから判断不可能なもの 
（８）その他定款並びに本規程に反するもの 
 
（選挙による役員候補者の決定） 
第１０条 役員候補者の決定は次の方法による。 
（１）選挙において有効な投票数の多い順に理事及び監事を選出する。 
（２）同数の有効投票を得た者については、抽選により決定する。 
（３）理事、監事の両方に選出された者は、得票数の多いほうの役員候補者として選出し、理事、監事の両方

に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。 
（４）選挙管理委員会は、投票の結果、理事及び監事候補者が決定したときは、選出された社員にその旨を通

知し、その承諾を得る。 

（５）選出された者が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げることとする。 
（６）選挙管理委員会は、役員候補者名簿及び次点者名簿を作成し、開票結果とともに理事会に報告する。 
 

（本規程の改正） 
第１１条 本規程の改正は、社員総会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２２年１２月２４日より施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２５日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 災害看護支援事業規程 
 

（目的） 
第１条 一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）は、（広く）災害で被災した会員

校に所属する学生と教員に対する支援、被災した人々を看護支援する教員や学生の活動に対して支援

するための事業を行う。本規程は、この事業を推進するために本会が行う募金活動、支援金助成の基

準や手続きについて定める。 
 
（事業の内容） 
第２条 本会は、災害看護支援事業として次の活動を行う。 
（１）会員校の被災した学生や教員への支援ならびに被災地の災害看護活動を支援する教員や学生のた

めの募金。 
（２）会員校の教員・学生が行う看護活動の支援および広報。 
（３）その他、理事会が認めた活動。 
 
（募金活動） 
第３条 受け付けた募金は本規程に則り、災害看護支援金として取り扱う。 
 
（災害支援対策委員会） 
第４条 第２条に掲げる事業を推進するために、本会に災害支援対策委員会（以下「委員会」という）

を置く。 
２ 委員会は別に理事会が定める規程により運営する。 
 
（支援金交付対象） 
第５条 災害看護支援金は、本会の会員校に所属する教員と学生とする。 
２ 前項の定めに関わらず、理事会が認めた場合は、非会員も支援対象とする。 
 
（支援金申請） 
第６条 支援金を受けようとするものは、理事会が定める期間までに、別に定める申請書と必要な書類

を添付し、代表理事へ提出しなければならない。 
 
（審査） 
第７条 代表理事は、前条の支援金申請があったときは、委員会に諮ったうえで、支援の可否等につい

て決定し、申請者に「支援金内定通知書」を送付する。 
２ 支援対象事業は次の通りとする。 
（１）被災地における直接・間接的看護活動 
（２）被災地における情報収集活動、災害看護の調査・研究 
（３）研究成果を活用した看護活動に有益な情報の発信および広報活動 
（４）その他、委員会が認めた活動 
３ 前項に掲げる事業であっても、次の各号に該当する活動は支援対象とはしない。 
（１）国または地方公共団体が運営し、またその責任に属するとみなされる活動。  
（２）設立開始後満１ヶ年を経過しない団体による活動。ただし、必要性が認められる場合はこの限り

ではない。 
（３）国籍、宗教、政党、組合などの関係からその対象を特に限定していて一般的に開放されず、構成
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員の互助共済を主たる目的とする事業等、社会福祉的な性格の明らかでない団体による活動。 
（４）看護活動であっても、政治、宗教、組合等の手段として行う活動。 
（５）その名称の如何にかかわらず、営利のために行なっているとみなされる活動。 
（６）支援による効果が期待できない活動。 
（７）他の補助金をもって実施することが適当と認められる活動。 
 
（支援額の決定） 
第８条 被助成者への支援金額の決定は、「助成金決定通知書」にて通知するものとする。 
 
（交付請求） 
第９条 被助成者は、前条の通知を受け支援金を受けようとする時は、別に定める「支援金請求書」を

代表理事あてに提出する。 
 
（支援金の交付） 
第１０条 本会は、前条による支援金請求書を受理した場合は、その内容が適正であることを確認のう

え支援金を送金する。 
 
（事業完了報告） 
第１１条 被助成者は、事業完了後直ちに「事業完了報告書」に支出を証明する書類を添付して、本会

に提出しなければならない。 
２ 本会は、必要があると認めるときは、被助成者に対して調査を行うことができる。 
 
（助成金の経理） 
第１２条 被助成者は、支援金の使途経理について常時内容を明らかにしておかなければならない。ま

た、本会が要求するときは必要な記録および諸帳簿を提示するものとし、監査を拒むことはできない。 
 
（助成金の返金） 
第１３条 事業完了報告後、交付した助成金が経費の額の合計額を上回った場合、その上回った部分に

ついては本会へ返還を要する。 
 
（支援の取り消し） 
第１４条 被助成者が次の項目に１つでも該当する時は、支援金の全額もしくは一部を本会に返還させ

ることができる。 
（１）経理状況が極めて不良と認めたもの。 
（２）経理上不都合ありと認めたもの。 
（３）支援決定後事業を一部休止または廃止したもの。 
（４）支援金を指定された事業以外に使用したとき。 
（５）事実と相違した申請または使途報告を行ったとき。 
（６）その他、本協議会の指示に従わずまたは不適当と認めた場合。 
 
（本規程の改正） 
第１５条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２４年１０月１４日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 災害看護支援事業資金取扱規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という。）の有する災害看護

支援事業資金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（設置） 
第２条 この法人は、特定資産として、災害看護支援事業資金を設けることができる。 
 
（積立） 
第３条 本規程に基づき、災害看護支援事業資金に積立を行うものとする。 
 
（運用） 
第４条 災害看護支援事業資金の運用対象は、次のとおりとする。 
（１）国債、地方債及び政府保証債 
（２）金融機関への預貯金  
（３）貸付信託、金銭信託及び公社債投資信託 
 
（運用性） 
第５条 災害看護支援事業資金から生ずる運用益については、災害看護支援事業に使用し、又は当該事

業資金に積立てるものとする。 
 
（取崩） 
第６条 災害看護支援事業資金は、社員総会の決議により、災害看護支援事業資金の全部又は一部を取

り崩すことができる。 
 
（本規程の改正） 
第７条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２４年１０月１４日から施行する。 





委員会規程
1．委員会に関する規程（共通）

2．高等教育行政対策委員会規程

3．看護学教育質向上委員会規程

4．看護学教育評価検討委員会規程

5．高度実践看護師教育課程認定委員会規程

 　・高度実践看護師教育課程認定規程

 　・高度実践看護師教育課程認定細則

 　・高度実践看護師教育課程基準

6．広報・出版委員会規程

7．国際交流推進委員会規程

8．データベース委員会規程

9．災害支援対策委員会規程

10．養護教諭養成教育検討委員会規程

11．選挙管理委員会規程

12．常任理事候補者選考委員会規程

13．APN グランドデザイン委員会規程
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一般社団法人日本看護系大学協議会 委員会に関する規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条、第８

条及び第９条に基づき、委員会（常設および臨時）の設置及び運営等に関する基本的事項を定める。 
 

（任務） 
第１条 委員会は理事会より委任を受けた事項を審議し、その経過および結果等を理事会で報告する。 
２ 委員会の活動内容は、当該年度末の事業活動報告書に掲載する。 
３ 委員会の議事録は事務局に提出し、主たる事務所に保管する。 
 
（委員長） 
第２条 委員会の委員長は理事会において選任する。 
２ 委員長は、理事あるいは理事会で指名する者とする。 
３ 委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。 
４ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 
 
（委員の資格） 
第３条 委員は会員校に所属する教員とする。 
２ 会員校ではない外部機関に所属する者は協力員とする。 
 
（委員会の構成） 
第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 
（１）委員長（１名） 
（２）委員長が指名した者（若干名） 
（３）公募により、社員の推薦を受けた者（若干名） 
２ 委員会の委員は、理事会の承認を得る。 
３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
４ 同一委員会内で同じ会員校に所属する委員は 2 名までとする。ただし高度実践看護師教育課程認定 

委員会はこの限りではない。 
 
（任期）  
第５条 委員長および委員の任期は原則２年とし、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時社員総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。但し、委員会の設置期間が

２年未満の場合はその期間による。 
２ 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一する。 
 
 
（委員会の議決事項） 
第６条 委員会の開催は委員の半数の出席をもって成立する。 
２ 委員会の議決事項は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによ

る。 
 
（委員会の運営） 
第７条 委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。 
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２ 委員会の事務は、委員長が指名する。 
 
（本規程の改正） 
第８条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２３年３月６日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２８年７月８日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 高等教育行政対策委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第８

条に基づき、高等教育行政対策委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事

項を定める。 
 
（目的） 
第１条 看護学高等教育が直面している課題の解決に向けて、必要な諸方策を検討し、日本看護系大学

協議会の立場から見解や方向性を表明する。 
 
（審議事項） 
第２条 高等教育行政対策委員会の審議事項は次の通りとする。 
（１）看護学高等教育行政・制度に関すること 
（２）設置者別の固有な課題に関すること 
（３）看護学教育の政策提言に関すること 
（４）その他必要となる事項 
 
（委員会の構成） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 
（１）委員長（１名） 
（２）学長、学部長等、大学の運営に携わる立場にある者 
（３）委員長が指名した者 
２ 委員会の委員は、理事会の承認を得る。 
３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（本規程の改正） 
第４条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 看護学教育質向上委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第８

条に基づき、看護学教育質向上委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事

項を定める。 
 

（目的） 
第１条 本委員会は、看護系大学における看護学教育の充実・向上を図るために、看護系大学の教育の

質に関する事項並びに看護教員に求められる資質・能力向上に関する事項について検討する。 
 
（任務） 
第２条 看護系大学における看護学教育に関する調査研究を行い、教育改善に役立てる基礎資料を得る

とともに、それらの課題について看護系大学間で共有して、課題解決と教育の向上を目的とした検討

会、研修会を企画、開催する。 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 看護学教育評価検討委員会規程 
 
本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と８条

に基づき、看護学教育評価検討委員会（以下、「委員会」という）の設置・運営等に関する基本的事項

を定める。 
 
（目的） 
第１条 看護系大学の学士課程・大学院の教育の質を高い水準で保証するために、具体的な評価内容と

評価方法・評価組織の構築について検討する。 
 
（審議事項） 
第２条 看護学教育評価検討委員会の審議事項は以下の通りとする。 
（１）学士課程における教育の評価に関すること 
（２）大学院における教育の評価に関すること 
（３）看護系大学の教育評価における組織体制に関すること 
（４）その他看護学教育評価に関する重要な事項 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日より施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程認定委員会規程 
 
本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条及び第

８条に基づき、高度実践看護師教育課程認定委員会（以下「認定委員会」という）の設置及び運営等

に関する基本的事項を定める。 
 
（目的） 
第１条 委員会は、高度実践看護師教育課程の普及に向けて、高度実践看護師教育課程の審査・認定、 

専門看護分野の特定を行うとともに、認定体制のあり方を検討することを目的とする。 
２ 高度実践看護師教育課程の認定等にあたり、他の関係機関と連携・協議する。 
   
（委員会の審議事項） 
第２条 認定委員会は、高度実践看護師教育課程認定規程に基づき次に掲げる事項を審議する。 

（１）高度実践看護師教育課程の認定体制及び運営に関すること。 

（２）専門看護分野の教育課程の特定等に関すること。 

（３）専門看護分野の教育課程の認定に関すること。 

（４）その他、認定等に関する重要な事項。 

 
（委員会の構成） 
第３条 認定委員会は、各専門分科会の代表者、高度実践看護師教育課程に携わっている者及び有識 
者の若干名からなる委員をもって構成する。 

２ 認定委員は、認定委員会の推薦を経て理事会の承認を得る。 

３ 認定委員会の委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
 

（委員会の運営） 
第４条 認定委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。 
２ 委員会の事務は、委員長が所属する会員校が担当することができる。 
 
（専門分科会） 
第５条 認定委員会は、専門看護分野の教育課程の認定を行うにあたり、専門看護分野ごとに専門分

科会を設けるものとする。 

２ 専門看護分野の代表者は、認定委員会の委員となり、専門分科会の委員長を務める。 

３ 専門看護分野の代表者は、認定委員会に対して分科会の委員を推薦する。 

４ 専門看護分野の代表者は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。 

５ 分科会は、非公開とする。 

 

（専門分科会委員の任命と任期） 

第６条 専門分科会委員は、原則として大学院において高度実践看護師教育課程に携わっている者、

若干名で構成し、認定委員会委員長が任命する。 

２ 分科会の委員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

 

（専門分科会の審議事項） 
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第７条 専門分科会は、認定委員会の諮問を受け、次に掲げる事項を審議する。 

（１）専門看護分野別の専攻教育課程についての判定基準の作成に関すること。 

（２）申請があった高度実践看護師教育課程について、専門看護分野別の専攻教育課程の適切性を審

査し、その結果を認定委員会に報告する。 

（３）その他、認定委員会から委嘱された事項。 

 
（本規程の改正） 
第８条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 １．この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 

２．この規程の改正は、平成２７年２月１６日から施行する。 

３．この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 

高度実践看護師教育課程認定規程 

 

制定 平成１０年６月２６日 

 

第１章 総則 

 

第１条 この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）が、高度な専門知 

識と技術を持った高度実践看護師教育の質の維持と向上をめざし、高度実践看護師育成に適切な教 

育課程の基準を定めるとともに、その教育課程の認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

第２章 高度実践看護師教育課程の定義 

 

第２条 高度実践看護師教育課程は、専門看護師教育課程およびナースプラクティショナー教育課程 

により構成する。 

２ 専門看護師教育課程は、保健・医療・福祉現場において、複雑な健康問題を有する患者にケアと 

キュアを統合し、卓越した直接ケアを提供するとともに、相談、調整、倫理調整、教育、研究を行 

い、ケアシステム全体を改善することで、看護実践を向上させる高度実践看護師を養成する教育課 

程とする。 

３ ナースプラクティショナー教育課程は、保健・医療・福祉現場において病院・診療所等と連携し 

て、現にまたは潜在的に健康問題を有する患者にケアとキュアを統合し、一定の範囲で自律的に治 

療的もしくは予防的介入を行い、卓越した直接ケアを提供する高度実践看護師を養成する教育課程 

とする。 

 

 

第３章 専門看護分野の教育課程の特定等 

 

第３条 専門看護分野注１）の教育課程の特定については、認定委員会で審議し、理事会の議を経て、 

総会の承認をもって行うものとする。 

２ 高度実践看護師教育課程基準ならびに審査規準の見直しについては、定期的に実施する。 

注１）｢専門看護分野｣とは、高度実践看護師教育課程、すなわち専門看護師教育課程およびナース 

プラクティショナー教育課程の専門看護分野である。 

 

 

第４章 高度実践看護師教育課程認定の申請資格 

 

第４条 高度実践看護師教育課程認定の申請をする機関は、次の各号の基準を全てみたしているもの 

とする。 

 

（１）本会の会員校において高度実践看護師教育を行っている課程（２６単位申請の場合・３８単位 

申請の場合・４６単位申請の場合）、または行う予定の課程（３８単位申請の場合・４６単位申請の 
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場合）であること。 

（２）本会で別に定めた教育課程に関する次に掲げる条件をみたしていること。 

Ａ．専門看護師２６単位申請の場合注2） 

 ① 履修単位数は、２６単位以上とし、そのうち実習は６単位以上であること。 

 ② 共通科目のうち、８単位以上を必修とすること。 

 ③ 専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 

注２）ただし、新規申請の受け付けは平成２６年度までとする。再申請については、平成２７年度 

まで受け付けることとする。 

Ｂ．専門看護師３８単位申請の場合注3） 

 ① 履修単位数は、３８単位以上とし、そのうち実習は１０単位以上であること。 

② 共通科目Ａのうち、８単位以上を必修とすること。 

③ 共通科目Ｂを、６単位以上必修とすること。 

 ④  専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 

注３）平成２４年度より新規申請開始。 

Ｃ．ナースプラクティショナー４６単位申請の場合注4） 

① 履修単位数は、４６単位以上とし、そのうち実習は１０単位以上であること。 

② 共通科目Ａのうち、８単位以上を必修とすること。 

③ 共通科目Ｂを、６単位以上必修とすること。 

 ④  専門看護分野別の専攻教育課程基準をみたしていること。 

注４）平成２７年度より新規申請開始。 

 

 

第５章 高度実践看護師教育課程認定の審査方法等 

 

第５条 前条に該当する機関の代表者が、認定を申請する場合は、申請書類に審査料を添え、本会に 

提出するものとする。申請年度、申請書類および審査料については別に定める。 

２ 既に高度実践看護師教育課程の認定を受けている教育課程が、共通科目及び専攻教育課程の科目 

の追加、及び科目内容の変更、科目単位の変更による認定を申請する場合は、申請書類に審査料を 

添え、本会に提出するものとする。申請書類および審査料については別に定める。 

 

第６条 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

２ 認定委員会は、必要に応じてその都度、聞き取り等を行う。 

 

第７条 本会の代表理事は、認定委員会が高度実践看護師教育課程として認定した機関に対して高度 

実践看護師教育課程認定証（以下「認定証」という）を交付する。 

 

２ 本会は、前項の認定を行った場合には、その教育機関名を公表するとともに高度実践看護師教育 

課程認定名簿に登録する。 

３ 認定証の有効期間は、認定年度から１０年間とする注5）。ただし、本規程第１２条及び第１３条 

の規定により高度実践看護師教育課程認定の資格を喪失したときは、認定証の有効期間は資格を喪 

失した日までとする。 

注５）ただし、第４条(２)Ａに定める専門看護師２６単位申請の場合、有効期間を平成３２年度まで
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とする。 

 

 

第６章 高度実践看護師教育課程認定の更新 

 

第８条 本会は、高度実践看護師教育課程の質の維持と向上を目的として、高度実践看護師教育課程 

認定更新制度を実施するものとする。 

 

第９条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程認定機関は、認定を受けた日から１０年毎にこ 

れを更新しなければならない。 

２ 認定更新を申請する機関は、申請書類に審査料を添え、本会に提出するものとする。申請書類な 

らびに審査料については別に定める。 

３ 審査は毎年１回、書類審査を中心に行われるものとする。 

 

第１０条 高度実践看護師教育課程の認定更新を申請する機関は、第４条、第５条の規定によるもの 

とする。 

 

 

第７章 高度実践看護師教育課程等の名称の変更届 

 

第１１条 本会の認定を受けた高度実践看護師教育課程等の名称に変更があった場合、変更点を届け 

出るものとする。 

２ 大学、研究科、ないし教育課程、コースの名称に変更があった場合には、その変更点を届け出る 

ものとする。 

３ 科目名に変更があった場合には、その変更点を届け出るものとする。 

 

 

第８章 高度実践看護師教育課程認定の資格喪失等 

 

第１２条 高度実践看護師教育課程認定の資格は、次の各号に該当する事由が生じた場合は、認定委 

員会の議を経て喪失するものとする。 

（１）高度実践看護師教育課程認定の資格を辞退したとき。 

（２）高度実践看護師教育課程認定の更新をしなかったとき。 

（３）本会の会員校ではなくなったとき。 

 

第１３条 高度実践看護師教育課程として相応しくない事由が生じた場合は、認定委員会並びに理事 

会で審議し、高度実践看護師教育課程の認定を取り消すことができる。 

 

 

第９章 他の組織との連携 

 

第１４条 本会は、高度実践看護師教育課程の認定等にあたり、必要に応じて他の組織と連携したり 
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協議することができる。 

 

 

第１０章 規程の改定等 

 

第１５条 この規程の改定については、認定委員会及び理事会の議を経て、総会の承認によるものと 

する。 

 

第１６条 この規程に定めるもののほか、高度実践看護師教育課程の認定に関して必要な事項は別に 

定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１．この規程は、平成１０年６月２６日から施行する。 

２．この規程は、平成１１年１０月２２日から施行する。 

３．この規程は、平成１５年５月２３日から施行する。 

４．この規程は、平成１９年５月１１日から施行する。 

５．この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 

６．この規程は、平成２４年６月１８日から施行する。 

７．この規程は、平成２７年２月１６日から施行する。 

８．この規程は、平成２９年６月１９日から施行する。 

 

 

（経過措置） 

１．すでに専門看護師教育課程の認定を受けた教育課程は、第２条の高度実践看護師教育課程の認 

定を受けたものとみなす。
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一般社団法人日本看護系大学協議会 

高度実践看護師教育課程認定細則 

 
制定 平成１０年６月２６日 

 

第１章 総則 

 

第１条 一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）高度実践看護師教育課程認定規程の 

施行に当たり、規程第１６条により、規程に定められた以外の事項について細則に定めるものとする。 

 

 

第２章 専門看護分野の教育課程の特定等 

 

第２条 専門看護分野の教育課程の特定を申請するものは、所定の申請書類（様式８－１、８－２）を認 

定委員会に提出しなければならない。申請書類に含まれる事項は下記のように定める。 

（１）当該専門看護分野特定の必要性 

（２）当該分野における既存の大学院教育の実状 

（３）当該分野の専攻教育課程の案 

（４）当該分野の専攻教育課程の審査規準案 

 

第３条 専門看護分野の教育課程の特定に関する申請は、毎年７月末までに、申請書類を整えて申請する 

ものとする。（様式８－１、８－２） 

 

第４条 特定されている専門看護分野の教育課程およびその英語名は以下の通りである。 

（１）専門看護師教育課程  

がん看護（Cancer Nursing）．慢性看護（Chronic Care Nursing）．母性看護（Women’s Health Nursing）．

小児看護（Child Health Nursing）．老年看護（Gerontological Nursing）．精神看護（Psychiatric Mental 

Health Nursing）．家族看護（Family Health Nursing）．感染看護（Infection Control Nursing）．地域

看護（Community Health Nursing）．クリティカルケア看護（Critical Care Nursing）．在宅看護（Home 

Care Nursing）．遺伝看護（Genetic Nursing）．災害看護（Disaster Nursing）．放射線看護（Radiological 

Nursing）． 

 

日本看護系大学協議会教育課程名称 日本看護協会専門看護師名称 

がん看護専攻教育課程 がん看護専門看護師 

慢性看護専攻教育課程 慢性疾患看護専門看護師 

母性看護専攻教育課程 母性看護専門看護師 

小児看護専攻教育課程 小児看護専門看護師 

老年看護専攻教育課程 老人看護専門看護師 

精神看護専攻教育課程 精神看護専門看護師 

 家族看護専攻教育課程 家族支援専門看護師 

感染看護専攻教育課程 感染症看護専門看護師 

地域看護専攻教育課程 地域看護専門看護師 

クリティカルケア看護専攻教育課程 急性・重症患者看護専門看護師 

在宅看護専攻教育課程 在宅看護専門看護師 

遺伝看護専攻教育課程 遺伝看護専門看護師 

災害看護専攻教育課程 災害看護専門看護師 

放射線看護専攻教育課程 未特定 
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（２）ナースプラクティショナー教育課程 

プライマリケア看護（Primary Care Nursing） 

 

ナースプラクティショナー教育課程名称 未定 

プライマリケア看護専攻教育課程 未特定 

 

２ 高度実践看護師の英語での表記法は、「 Advanced Practice Nurse 」 とする。 

３ 専門看護師の専門看護分野を示す際の英語での表記法は、「Certified Nurse Specialist in（専門看 

護分野名）」とする。 

４ ナースプラクティショナーの専門看護分野を示す際の英語での表記法は、「Certified Nurse  

Practitioner in (専門看護分野名）」とする。 

 

第５条 高度実践看護師教育課程基準ならびに審査規準の見直しは５年毎に、高度実践看護師教育課程検 

討委員会（以下「検討委員会」という）を設けて検討する。 

２ 検討委員会委員は、理事会が任命する。 

 

 

第３章 高度実践看護師教育課程認定の申請資格 

 

第６条 規程第４条により、高度実践看護師教育課程の認定を申請する機関は、高度実践看護師教育課程 

基準に定める教育内容を有していなければならない。 

 

Ａ．専門看護師２６単位更新申請の場合 

（１）共通履修科目とは、看護教育論、看護管理論、看護理論、看護研究、コンサルテーション論、看護 

倫理、看護政策論である。 

（２）専門看護分野別の専攻教育課程は、高度実践看護師教育課程基準別表で提示する。 

 

Ｂ．専門看護師３８単位申請の場合 

（１）共通履修科目として、共通科目Ａ、共通科目Ｂを設ける。共通科目Ａとは、看護教育論、 

看護管理論、看護理論、看護研究、コンサルテーション論、看護倫理、看護政策論である。共通科目Ｂ 

とは、フィジカルアセスメント、病態生理学、臨床薬理学である。 

（２）専門看護分野別の専攻教育課程は、高度実践看護師教育課程基準別表で提示する。 

 

Ｃ.ナースプラクティショナー４６単位申請の場合 

（１）共通履修科目として、共通科目Ａ、共通科目Ｂを設ける。共通科目Ａとは、看護教育論、 

看護管理論、看護理論、看護研究、コンサルテーション論、看護倫理、看護政策論である。共通科目Ｂ 

とは、フィジカルアセスメント、病態生理学、臨床薬理学である。 

（２）専門看護分野別の専攻教育課程は、高度実践看護師教育課程基準別表で提示する。 

 

 

第４章 高度実践看護師教育課程の認定の審査方法等 

 

第７条 規程第５条により、認定のための申請書類は下記のように定める。 

（１）高度実践看護師教育課程認定審査申請書（様式１－１） 

（２）共通科目の照合表（様式２：２６単位申請用、３８単位申請用、もしくは４６単位申請用） 

（３）専攻教育課程照合表（様式３：２６単位申請用、３８単位申請用、もしくは４６単位申請用） 

２ 既に共通科目の審査を終えている大学院が新たな専門看護分野の高度実践看護師教育課程の認定を申

請する場合は様式１及び様式３を提出するものとする。 

３ 既に認定されている教育課程が科目の追加及び科目内容の変更、科目単位の変更による科目の認定を

申請する場合は様式１と様式２又は様式３、及び様式１２－１又は様式１２－２を提出するものとする。 

４ 高度実践看護師教育課程の認定を希望する機関は、申請書類と審査料を、毎年７月末までに、認定委

員会に提出しなければならない。 
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５ 既納の審査料は、返還しない。 

 

第８条 認定委員会からの勧告、及び助言の内容については、当該教育機関以外には公表しない。 

 

第９条 規程第７条にある認定証は様式４、及び高度実践看護師教育課程認定名簿は様式５とする。 

 

第 1０条 本会は、高度実践看護師教育課程審査要項を公表する。 

 

第１１条 日本看護系大学協議会が認定する高度実践看護師教育課程の有効期限は、高度実践看護師教育

課程として認定された年度を基準とする。 

２ 第７条の３により高度実践看護師教育課程の共通科目の追加認定があった場合、その追加された科目

は、既に認定された高度実践看護師教育課程の有効期限に準じるものとする。 

３ 第７条の３により高度実践看護師教育課程の専攻教育課程の科目の追加認定があった場合、その追加

された科目は、既に認定された高度実践看護師教育課程の有効期限に準じるものとする。 

 

 

第５章 高度実践看護師教育課程の認定更新 

 

第１２条 高度実践看護師教育課程の認定更新の申請書類は、下記のものとする。 

（１）高度実践看護師教育課程更新認定審査申請書（様式１－２） 

（２）共通科目の照合表（様式２－１、２－２） 

（３）専攻教育課程照合表（様式３） 

（４）変更点に関する説明書（様式９－１、９－２） 

２ 認定更新を希望する機関は、申請書類と審査料を、毎年７月末までに、認定委員会に提出しなければ

ならない。 

 

 

第６章 高度実践看護師教育課程等の名称の変更届 

 

第１３条 高度実践看護師教育課程等の名称の変更届は、様式１３とする。 

  

 

第７章 高度実践看護師教育課程等の辞退 

 

第１４条 高度実践看護師教育課程等の認定期間中の辞退届は、様式１－３とする。 

 

 

第８章 他の組織との連携   

 

第１５条 本会代表理事と日本看護協会会長との間で、専門看護師教育課程認定結果の通知及び協議に関

する具体的な取り決めを行うこととする。 

（１）専門看護師制度に関わる諸問題に対して、必要時、本会と日本看護協会との間で協議する場を設け

る。 

（２）本会専門看護師教育課程認定委員会が行う専門看護師教育課程認定結果は、日本看護協会専門看護

師認定部に通知する。 

 ①所定の文書をもって通知する。（様式６、様式７） 

②通知は年１回行うこととし、その年の認定終了後とする。 

 

 

第９章 細則の改定等 

 

第１６条 この細則の改定については、認定委員会及び理事会の承認によるものとする。 
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附 則 

 １．この細則は、平成１０年６月２６日から施行する。 

 ２．この細則は、平成１１年１０月２２日から施行する。 

 ３．この細則は、平成１５年５月２３日から施行する。 

 ４．この細則は、平成１６年５月７日から施行する。 

 ５．この細則は、平成１７年５月１３日から施行する。 

６．この細則は、平成１９年５月１１日から施行する。 

７．この細則は、平成２０年１２月２０日から施行する。 

８．この細則は、平成２３年１月１０日から施行する。 

９．この細則は、平成２４年３月１８日から施行する。 

 １０．この細則は、平成２４年６月１８日から施行する。 

１１．この細則は、平成２７年２月１６日から施行する。 

１２．この細則は、平成２８年１月２２日から施行する。 

１３．この細則は、平成２９年１月２９日から施行する。 

１４．この細則は、平成３０年１月１９日から施行する。 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 
高度実践看護師教育課程基準 

 

 

【高度実践看護師の教育理念】 

 高度実践看護師は、対象のクオリティ・オブ・ライフの向上を目的として、個人、家族、および集団に

対して、ケアとキュアの統合による高度な看護学の知識・技術を駆使して、疾病の予防及び治療・療養・

生活過程の全般を統合・管理し、卓越した看護ケアを提供する者である。その役割は、専門性を基盤とし

た高度な実践、看護職を含むケア提供者に対する教育や相談、研究、保健医療福祉チーム内の調整、倫理

的課題の調整である。また総合的な判断力と組織的な問題解決力を持って専門領域における新しい課題に

挑戦し、現場のみならず教育や政策への課題にも反映できる開発的役割がとれる変革推進者として機能す

る。 

以上のような人材を育成する。 

ただし、専門看護師教育課程 26 単位の教育理念は次の通りとする。 

専門看護師は看護現場において、看護ケアの質の向上を図るために卓越した専門的能力を持つ実践者、

スタッフナースへの相談者や教育者、研究者、保健医療福祉ニーズのケア調整者、倫理的課題への調整者

としての機能を果たす。また総合的な判断力と組織的な問題解決力を持って専門領域における新しい課題

にチャレンジし、現場のみならず教育や政策への課題にも反映できる開発的役割がとれるチェンジ・エイ

ジェントとして機能できる人材を育成する。我が国の看護現場において、看護管理者やスタッフナースと

ともに、ケアの開発・改革を試みる人材として期待される。 

 

【高度実践看護師の共通目的（共通能力水準）】 

 高度実践看護師は、ある特定の看護分野において「ケアとキュアを統合した高度な看護実践能力」を有

することを認定される看護職者である。 

 高度実践看護師は、それぞれの専門看護分野において次のような役割を果たす。 

１）専門看護分野において、個人・家族または集団に対してケアとキュアを統合した高度な看護を実践す

る（実践）。 

２）専門看護分野において、看護職者に対しケアを向上させるため教育的機能を果たす（教育）。 

３）専門看護分野において、看護職者を含むケア提供者に対してコンサルテーションを行う（相談）。 

４）専門看護分野において、必要なケアが円滑に提供されるために、保健医療福祉に携わる人々の間のコ

ーディネーションを行う（調整）。 

５）専門看護分野において、専門知識・技術の向上や開発を図るために実践の場における研究活動を行う

（研究）。 

６）専門看護分野において、倫理的な問題・葛藤について関係者間での倫理的調整を行う（倫理）。 

 

【教育課程の基準】 

１）高度実践看護師教育課程認定規程 第４条の（２）ＡＢＣに定めたとおりとする。 

２）共通科目または、共通科目Ａは、次の７科目から選択し８単位以上を履修する。 

①看護教育論、②看護管理論、③看護理論、④看護研究、⑤コンサルテーション論、 

⑥看護倫理、⑦看護政策論 

３）共通科目Ｂは、次の 3科目から選択し 6単位以上を履修する。 

①フィジカルアセスメント、②病態生理学、③臨床薬理学 

４）専門看護分野別専攻教育課程の基準は、別表に示す通りである。 

５）実習は高度実践看護師にとってきわめて重要な実践能力を高めるものであるから、教育としての質を

保証することが重要である。そこで、実習方法としては単に、実践するだけではなく、スーパービジ

ョンや事例検討や討議セミナーを持つなど多様な方法を駆使することにより、 高度実践看護師が備
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えるべき実践能力を高め、看護活動を創意工夫して変革でき、社会組織的に発展させうるような能力

を養うことが重要視される。 

 

平成１０年６月２６日  制定 

平成１６年４月 １日  改定 

平成２３年９月３０日  改定 

平成２６年１月１１日  改定 

平成２７年２月１６日  改定 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 広報・出版委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第８

条に基づき、広報・出版委員会（以下、「委員会」という）の設置・運営等に関する基本的事項を定め

る。 
 

（目的） 

第１条 委員会は看護に関する情報を会員校ならびに社会に向けて広報することで、看護学教育の発展

を支えることを目的とする。 

 
（任務） 
第２条 委員会は広報関連の事項について審議する。その経過および結果等を理事会で報告するものと

する。以下が委員会の所掌事項となる。 
（１）日本看護系大学協議会ホームページ（以下ホームページとする）の運営方針を審議し理事会へ報

告する。 
（２）ホームページの維持管理を行う。 
（３）本会の事業活動など、広く社会に広報するために、適切な手段を審議し、その媒体作成を推進す

る。 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 国際交流推進委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第８

条に基づき、国際交流推進委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事項を

定める。 
 

（目的） 

第１条 看護学高等教育に関しての国際交流を通して、本会会員校のグローバル化に向けた支援を行う。 

 

（任務） 
第２条 本委員会は次の業務を行う。 
（１）East Asia Forum of Nursing Sholars との国際交流に関すること 
（２）国際的な博士課程教育のネットワークに関すること 
（３）若手研究者の国際的な活動力の育成に関すること 
（４）その他必要な事項 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２６年６月１６日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 データベース委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第５条と第６

条に基づき、データベース委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事項を

定める。 
 

（目的） 
第１条 本委員会は年度毎に会員校の教育･研究･社会貢献等に関する実態調査を実施し、今後の看護系

大学の在り方に関わる基礎資料を提供することを目的とする。 
 
（任務） 
第２条 本委員会は次の業務を行う。 
（１）意義のある調査結果が得られるよう、委員会は本会会員校の意識づけを図る。  
（２）調査結果の報告は単年度ごとに行い、５年ごとに年次比較も行う。  
（３）事務局および委託業者と連携し、調査、分析、報告を円滑に実施する。 
（４）その他、データベースの活用に関するシステム化を図る。 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２６年６月１６日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
 



 （41）

 

一般社団法人日本看護系大学協議会 災害支援対策委員会規程 
 
本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第８

条に基づき、災害支援対策委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事項を

定める。 
 

（目的） 
第１条 防災および災害支援にかかわる事業を行うにあたり、防災にかかわる啓発や広報、災害支援に

かかわる募金や助成、その他組織のあり方などの重要事項を協議し、本事業の円滑、適正な運営を図

ることを目的とする。 
 
（任務） 
第２条 本委員会は次の業務を行う。 
（１）防災にかかわる啓発に関する事項 

（２）災害対応にかかわる体制整備に関する事項 

（３）災害時の看護活動を支援するための募金に関する事項 

（４）災害時の看護活動を支援するための広報に関する事項 

（５）災害支援金の申請者等の選定の審査に関する事項 

（６）その他必要な事項 

 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２３年１１月２８日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２６年６月１６日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 養護教諭養成教育検討委員会規程 

 
 本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第９

条に基づき、養護教諭教育カリキュラム検討委員会の設置及び運営等に関する基本的事項を定める。 
 
（目的） 
第１条 養護教諭養成のあり方を検討することを目的とする。 
２ 養護教諭養成カリキュラム及び制度に関係する諸機関、諸団体と連携・協働する。 
 
（審議事項） 
第２条 審議事項は、以下の項目とする。 
（１）現代の子どもの心身の健康課題を踏まえた養護教諭の役割に関すること 
（２）看護能力を持つ看護系大学で養成する養護教諭のコアコンピテンスに関すること 
（３）看護能力を持つ養護教諭の養成カリキュラムに関すること 
（４）養護教諭養成に関する政策提言に関すること 
 
（本規程の改正） 
第３条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２６年１０月３日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 選挙管理委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第９

条に基づき、選挙管理委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事項を定め

る。 
 

（委員会の設置） 
第１条 理事会は、社員の中から５名の選挙管理委員を委嘱する。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合は、代表理事に諮り補充の委員を委嘱する。 

３ 選挙管理委員は、選挙権を有する。 

 
（任務） 
第２条 委員会は、理事会より委任を受け役員候補者の選出に必要な業務を行う。 

２ 委員会は、委員会の経過及び結果等を理事会に報告する。 

３ 委員会の活動内容は、当該年度末の事業報告書に掲載し報告する。 
４ 委員会の議事録は事務局に提出し、主たる事務所に保管する。 
 
（委員長） 
第３条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は、委員の互選により選任する。 
３ 委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。 
４ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 
５ 委員長は委員会を招集し、その議事を整理する。 
 
（任期） 
第４条 選挙管理委員の任期は、役員等が社員総会で承認されるときまでとする。 
２ 委員が任期中に会員校から代表として推薦された社員ではなくなった場合でも、当該年度の定時社

員総会までは委員を継続することができる。 
 
（委員会の業務） 
第５条 委員会は次の業務を行う。 
（１）理事及び監事の選挙に係わる日程など計画の立案 
（２）理事及び監事の選挙に係わる関係書類の整備、確認 
（３）選挙人名簿及び被選挙人名簿の作成 
（４）理事及び監事の選挙に係わる関係事項の告示 
（５）投票及び開票の管理 
（６）投票の有効、無効の判定 
（７）選挙終了後、理事及び監事候補者の決定、その結果の理事会への報告 
（８）その他選挙に必要な事項 
 
（委員会の議決事項） 
第６条 委員会の開催は委員の半数の出席をもって成立する。 
２ 委員会の議決事項は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによ

る。 
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（本規程の改正） 
第７条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２２年１２月２４日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２３年１２月１０日から施行する。 
附則 この規程の改正は、平成２９年３月２０日から施行する。 
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一般社団法人日本看護系大学協議会 常任理事候補者選考委員会規程 
 

本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第７条と第９

条に基づき、常任理事候補者選考委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的

事項を定める。 
 

（委員会の設置） 
第１条 理事会は、下記５名の委員を委嘱する。 

（１）代表理事 
（２）総務会理事から１名 
（３）国公立大学の社員から１名 
（４）私立大学の社員から１名 
（５）本会事務局事務職員から１名 
２ 前項の委員に欠員が生じた場合は、理事会の審議を経て代表理事が補充の委員を委嘱する。 
 
（任務） 
第２条 委員会は、理事会より委任を受け常任理事候補者の選考に必要な業務を行う。 

２ 委員会は、経過及び結果等を理事会に報告する。 

３ 委員会の議事録は事務局に提出し、主たる事務所に保管する。 
 
（委員長） 
第３条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は、代表理事が務める。 
３ 委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。 
４ 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。 
５ 委員長は委員会を招集し、その議事を整理する。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は、常任理事が社員総会で承認されるときまでとする。 
２ 委員がその職務を全うできない場合は理事会に申し出る。 
 
（委員会の業務） 
第５条 委員会は次の業務を行う。 
（１）常任理事の選考に係わる日程・関係書類の整備・確認 
（２）応募者名簿の作成 
（３）応募者の推薦順位の決定 
（４）推薦順位の理事会への報告 
（５）その他選考に必要な事項 
 
（委員会の議決事項） 
第６条 委員会の開催は委員の半数の出席をもって成立する。 
２ 委員会の議決事項は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによ

る。 
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（本規程の改正） 
第７条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２９年３月２０日から施行する。 
 



 （47）

 

 

一般社団法人日本看護系大学協議会 APN グランドデザイン委員会規程 

 

 本規程は一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）の定款施行細則第９条に基づ

き、APN グランドデザイン委員会（以下、「委員会」という）の設置及び運営等に関する基本的事項を定

める。 

 

（目的） 

第１条 APN グランドデザイン委員会は、日本における高度実践看護師（Advanced Practice Nurse;APN）） 

の早急な普及啓発を目指して、現在の高度実践看護師（以下、APN という）の実情を踏まえ、APN の 

資格制度、教育、役割・機能と裁量の拡大等についてグランドデザインを作成することを目的とする。 

 

（APN の定義） 

第２条 APN とは、看護系大学院の教育を受け、個人、家族および集団に対して、ケア（Care）とキュ 

ア（Cure）の統合による高度な知識と技術を駆使して、健康の増進、疾病の予防および治療・療養過 

程の全般を管理・実践できる者をいう。 

 

（審議事項） 

第３条 委員会の審議事項は次の通りとする。 

（１）APN の教育課程に関すること 

（２）APN の専門分野のあり方に関すること 

（３）APN の資格認定に関すること 

（４）APN に係る関係機関との調整に関すること 

（５）その他 APN のグランドデザイン策定に関して必要な事項 

 

（委員会の構成） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１）委員長（１名） 

（２）大学で APN 教育に携わっている者 

（３）委員長が指名した者 

２ 委員会の委員は、理事会の承認を得る。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（本規程の改正） 

第５条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 

 

附則 本規程は、平成２９年１１月１７日から施行する。 





理事会関連規程
1．理事職務規程　　

2．常任理事服務規程
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一般社団法人日本看護系大学協議会 理事職務規程 
 

（目的） 
第１条 
 この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下、「本会」という）おける理事の職務権限を定め、

業務の適法、かつ、効率的な執行を図ることを目的とする。 
 
（法令等の遵守） 
第２条 
 本会の役員は、代表理事、副代表理事、理事及び監事とし、理事会が必要と認めた場合には常任理事を置く

こととする。 
 
（理事） 
第３条 
 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。 
 
（代表理事） 
第４条 
 代表理事の職務は次のとおりとする。 
（１）代表理事として、本会を代表し、その業務を執行する。 
（２）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。 
（３）毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。 
 
（副代表理事） 
第５条 

副代表理事の職務は次のとおりとする。 
（１）代表理事を補佐し、本会の業務を執行する。 
（２）代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、副代表理事は、代表理事の職務を執行する。  
（３）毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。 
 
（常任理事） 
第６条 
 理事会が必要であると認めた場合には、理事の中から２名以内の常任理事を理事会の決議により選定する。 
２ 常任理事は、本会を主たる勤務地とすることとする。 
３ 常任理事のうち１名を理事会の決議により、業務執行理事とすることができる。 
４ 常任理事の職務は、代表理事及び副代表理事を補佐し、常任理事服務規程第３条に定義する業務を遂行   
することとする。 

５ 業務執行理事となった常任理事は、毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告する。 
 

（理事職務規程の改廃） 
第７条 

この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 
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附則 この規程は、平成２９年３月２０日より施行する。 
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常任理事服務規程 

 

第 1章 総 則 

 
（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人日本看護系大学協議会（以下「本会」という）の常任理事の就任、

服務規律、勤務形態、報酬および退任等について定める。 

 
（常任理事の定義） 
第２条 常任理事とは次に定義する理事を指す。 

（１）常任理事とは、理事のうち本会の事務所を主たる勤務地とする常勤理事を言う。 

（２）常任理事のうち１人を法人法上の業務執行理事とすることができる。 

 
（職務内容） 
第３条 常任理事は次の業務を遂行する。 
（１）業務執行理事である常任理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。 

（２）代表理事を補佐し、本会の業務を執行する。 

（３）代表理事から委嘱された特命事項を処理する。 

（４）関係省庁、他団体や関係機関等との連絡・調整等を行い、代表理事の代行として会議等に出席し

て審議可能な立場で意見を述べることができる。 

（５）代表理事を補佐し、理事会の議決に基づき業務を掌理し、社員総会で議決した事項を処理する。 

（６）各委員会の事業活動を日常的に掌握しながら、代表理事への情報伝達、役員間の連絡調整、各委

員会間および事務局との連絡等を行う。 

（７）法人の活動に関係する情報を幅広く収集し、代表理事および理事会に報告する。 

（８）会員校との連携、調整、相談に係る事項を処理する。 

（９）代表理事・副代表理事と協議し、緊急または適宜に対応すべき声明、意見書、要望書等の作成を

行う。 

 
（適用範囲） 
第４条 この規程は、原則として常任理事に適用する。 
 
 
第２章 就 任 

 
（選出）  
第５条 常任理事候補者は、公募又は理事会及び社員からの推薦により選出し、理事会の決議による。 
 
（推薦と選任）  
第６条 常任理事の候補者は、社員に限らず、理事会が推薦した常任理事候補者として社員総会の承認

を受けた理事とする。 
 
（推薦の基準） 
第７条 常任理事は次の基準を全て満たすこととする。 
（１）看護系大学・大学院での看護学教育研究者の経験者とする。 
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（２）本会の社員の経験者とする。 
（３）本会の役員または委員経験者が望ましい。 
（４）リーダーシップ、マネジメントシップおよび企画力に優れていること。 
（５）役員にふさわしい人格、見識を有すること。 
（６）本会の目的、事業に理解があること。 
（７）心身ともに健康であること。 
 
（任期） 
第８条 定款第２４条ならびに定款施行細則第６条に基づき、理事に選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任は２回（連続３期）までとする。 
 
（就任承諾書） 
第９条 常任理事に就任することを承諾したときは、速やかに本会に就任承諾書を提出しなければなら

ない。ただし、再任の場合は省略することができる。 
 
（就任日） 
第１０条 常任理事の就任日は理事会で決定する。 
 

 
第３章 服務規律 

 
（忠実義務）  
第１1 条 常任理事は、次に掲げるものを誠実に遵守し、本会のために忠実にその職務を遂行しなけれ

ばならない。 
（１）法律 
（２）定款ならびに定款施行細則、その他本会の規程 
（３）社員総会の決議 
（４）理事会の決議 
 
（理事会への出席義務） 
第１２条 常任理事は、理事会に出席しなければならない。やむを得ない事由で出席できないときは、

あらかじめ代表理事に届け出なければならない。 
 

（守秘義務）  
第１３条 常任理事は、在任中はもとより退任後においても、業務上の秘密を他に漏らしてはならない。 
 

（セクシャルハラスメントとパワーハラスメント） 
第１４条 セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたはこれらに相当する行為に      

より、他者の人格と尊敬を侵害したり、職場の環境を悪化させてはならない。 
 

（損害賠償） 
第１５条 常任理事は、故意または重大な損失によって本会に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。 
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第４章 勤務条件 

 

（勤務時間） 

第１６条 常任理事の勤務時間は、本会の事務所職員の就業規則に定義している勤務時間に準ずる。 
 
（事務所外の勤務時間） 
第１７条 出張、社外で勤務した場合も、勤務時間を勤務したものとみなす。 
 
（休日） 
第１８条 本会の事務所職員の就業規則に定義している休日と同じとする。 
 
 
第５章 報酬等 

 

（報酬） 

第１９条 常任理事の報酬は、社員総会で決議された総額の範囲内で理事会に諮って決定する。 
 
（報酬の形態） 
第２０条 報酬は、月額で定め、毎月２５日に支払う。 
 

（賞与） 
第２１条 常任理事に賞与は支給しない。 
 

 

第６章 退任 

 

（退任の要件） 

第２２条 常任理事が次のいずれかに該当するときは退任とする。 
（１）任期が満了したとき。 
（２）辞任を申し出て理事会で承認されたとき。 
（３）死亡したとき 
（４）理事会で解任されたとき 
（５）社員総会で解任されたとき 
 
（辞任） 
第２３条 常任理事を辞任しようとするときは、原則として３ヵ月前までに代表理事に申し出なければ

ならない。代表理事はこれを理事会に諮って決定する。 
 

（退任の心得） 
第２４条 常任理事を退任するときは、業務の引継を完全に行い、かつ、退任後においても、在任中に

担当した業務について責任をもたなければならない。 
 
（退職慰労金） 
第２５条 常任理事に退職慰労金は支給しない。 
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（本規程の改正） 
第２６条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 
 
附則 この規程は、平成２９年３月２０日より施行する。 
附則 この規程の改定は、平成２９年７月２１日より施行する。 
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